
毒物・劇物の販売に関しては、毒物及び劇物取締法第 14 条によって規制されています。
お客様にはご⾯倒おかけいたしますが、下記の⼿続きにご協⼒をお願い致します。

毒物・劇物に該当する農薬の注文方法について 

合計  枚の  枚⽬
毒物及び劇物
取締法に基づく農薬・譲受書

印

郵送（原本）
■送付先はこちら
〒329-0604  栃⽊県河内郡上三川町上郷2206-7
アイアグリ株式会社 ⽇本農業システム部

※下記の場合は、商品をお送りできません
 ・ご登録情報と記載内容が⼀致しない場合
 ・必要事項の記載漏れがある場合
 ・ご購入者が18歳未満の場合

※法令上、譲受書原本の到着が確認できない場合は、商品の出荷はできません。
劇物農薬以外の資材を同時にご注文いただいた場合でも、劇物以外の商品を先に出荷することは

できませんので、あらかじめご了承ください。

ご不明な点等があれば、サポートセンター0120-831-290までお気軽にお電話ください。

❑注文⽇：   年  ⽉  ⽇     
❑購入者氏名：

❑年齢：
❑住所：

❑電話番号：
❑職業：

歳

※品名は省略せず、正しく記載ください。
✕モスピラン ⇒ 〇モスピラン顆粒水溶剤

農 薬 名 （正式名称）
規 格

（ g・m l・k g ） 数 量

 

1

2

3

4

5

6

7

例
※規格は単位まで
✕100 ⇒  〇100g

※電子印不可

※法人名でのご購入の際は、【法人代表印】または【担当者署名・押印】が必須となります。
※氏名は必ず直筆でお願いいたします。


